
昨
年
12
月
か

ら
取
り
組
ん
で
い

た
「
難
病
、
長
期

慢
性
疾
患
、
小
児

慢
性
疾
患
の
総
合

的
対
策
を
求
め
る

請
願
」
の
国
会
請

願
署
名
は
、
第
183

回
通
常
国
会
に
お

い
て
衆
議
院
で
は

採
択
さ
れ
ま
し
た

が
参
議
院
で
は
安

倍
首
相
の
問
責
決

議
案
が
可
決
さ
れ

た
た
め
廃
案
と
な

り
ま
し
た
。

あ
ら
か
じ
め
理
事
懇
談
会
等
で
審
議
さ
れ
て
い
る
た
め
5
分

程
度
で
採
択
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
閉
会
し
て
し
ま
う

こ
と
は
国
民
の
唯
一
の
国
会
参
加
で
あ
る
請
願
権
を
奪
う
も
の

で
あ
り
、
参
議
院
と
い
う
良
識
の
府
に
深
い
疑
念
を
抱
か
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
衆
議
院
で
の
採
択
は
新
た
な
難
病
対
策
の
法
制
化

に
向
け
て
弾
み
を
つ
け
、
真
に
当
事
者
の
た
め
の
対
策
へ
患
者

団
体
が
一
丸
と
な
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
国
会
請
願
行
動
参
加
者
は
120
名
、
署
名
総
数
は
86
万

７
６
０
２
筆
、
署
名
を
預
け
た
国
会
議
員
は
193
議
員
で
し
た
。

■
災
害
時
の
要
支
援
者
名
簿
作
成
市
町
村
に
義
務
付

改
正
災
害
対
策
基
本
法
が
成
立
し
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難

す
る
こ
と
が
難
し
い
高
齢
者
や
障
害
者
等
の
名
簿
（
要
支
援
者

名
簿
）
の
作
成
が
市
町
村
に
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

市
町
村
は
、
災
害
が
起
き
た
時
「
要
支
援
者
名
簿
」
を
消
防

や
警
察
、
民
生
委
員
、
市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会
、
自
主
防
災

組
織
な
ど
へ
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
災
害
時
以
外
の

提
供
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
を
担
保
す
る
た
め
本
人
か

ら
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
後
、
被
災
地
で
は
名
簿
が
使
わ
れ
ず
救
助
が

遅
れ
た
事
例
や
障
害
者
の
死
亡
率
が
被
災
者
全
休
の
２
倍
に
上

る
こ
と
が
判
明
す
る
な
ど
「
要
支
援
者
名
簿
」
の
整
備
の
重
要

性
が
強
く
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

■
「
難
病
患
者
就
職
サ
ポ
ー
タ
ー
」
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
配

置
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
難
病
患
者
の
就
労
相
談
に
応
じ
る
「
難
病

患
者
就
職
サ
ポ
ー
タ
ー
」
が
、
こ
の
夏
か
ら
順
次
配
置
さ
れ
ま

す
。
新
規
事
業
で
、
当
面
北
海
道
な
ど
15
力
所
で
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
。

「
サ
ポ
ー
タ
ー
」
は
基
本
的
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
「
障
害
者

窓
口
」
に
配
置
さ
れ
、
就
職
を
希
望
す
る
患
者
だ
け
で
な
く
、

在
職
中
に
発
症
し
仕
事
が
続
け
ら
れ
る
か
悩
む
患
者
の
相
談
に

も
応
じ
、
難
病
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー
や
医
療
機
関
な
ど
と
連

携
し
な
が
ら
、
企
業
側
へ
理
解
を
促
し
、
求
人
開
拓
や
雇
用
継

続
に
つ
な
が
る
支
援
も
担
う
予
定
で
す
。

■
障
害
年
金
の
基
準
一
部
改
定
「
眼
と
精
神
の
障
害
」

6
月
1
日
よ
り
、
障
害
認
定
基
準
が
一
部
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
眼
の
障
害
」
と
「
精
神
の
障
害
」
の
基
準
と
診
断
書
が
変
わ
っ

て
い
ま
す
。

「
眼
の
障
害
」
で
は
、
障
害
手
当
金
の
障
害
状
態
に
、
眼
け

ん
痙
攣
（
け
い
れ
ん
）
等
に
よ
る
「
ま
ぶ
た
の
運
動
障
害
」
や
、

麻
痺
性
斜
視
に
よ
る
「
眼
球
の
運
動
障
害
」
、
「
瞳
孔
の
障
害
」

が
追
加
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
の
状
態
が
例
示
さ
れ
ま
し
た
。

視
野
障
害
に
は
、
認
定
の
対
象
と
な
る
求
心
性
視
野
狭
窄
や
不

規
則
性
視
野
狭
窄
に
、
網
膜
色
素
変
性
症
や
緑
内
障
な
ど
の
傷

病
名
や
症
状
の
説
明
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

「
精
神
の
障
害
」
で
は
、
器
質
性
精
神
障
害
に
高
次
脳
機
能

障
害
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
疾
患
の
特
性
や
症
状
が
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難病

患者家族会

きほく
対県要望会開催（自由参加）

－県担当者と直接お話し合いをします－

＜日時＞ 9月31日(月)13:30～15:30

＜場所＞ 県庁北別館 2階大会議室

和歌山市小松原通1-1

人権フェスタに参加します
＜日時＞ 11月16日(土)～17日(日)

＜場所＞ 県ビッグホエール

県難病相談支援センターから患者交流会等のご案内
平成25年10月5日(土)13:30～「潰瘍性大腸炎」

平成25年10月27日(日)13:30～「クローン病」

平成25年11月2日(土)14:00～「全身性エリテマトーデス」

平成25年12月1日(日)13:30～「原発性胆汁性肝硬変」

＜問合せ先＞073-445-0520



認定の対象であることが明確にされました。
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